
納税証明書（県税）の請求手続きについて 

 

受付時間 平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで  

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は、閉庁日（休み）です。 

総務課 （庶務管理係）  電話：0742-20-4531 

1 納税証明書の発行に関すること 

納税証明書（県税）の請求手続きは以下のとおりです。 
 

※国税（所得税等）に関する納税証明書（その 1～4）は管轄の税務署にお問い合わせください。 

https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm  

  

【来所】 

区分 ご持参いただくもの 

（代表者）ご本人が来所される

場合 

(1) マイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証など 

の公的身分証 

(2)手数料(奈良県収入証紙) 

代理人(家族、従業員含む)が 

来所される場合 

(1)委任状 ※1 

(2)代理人のマイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証 

などの公的身分証 

(3)手数料(奈良県収入証紙) 

  

【郵送】 

区分 ご郵送いただくもの 

（代表者）ご本人が請求される

場合 

あらかじめ、「納税証明書交付請求書」を印刷・記入 

(1)納税証明書交付請求書 

(2)マイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証などの 

公的身分証のコピー（表裏両面） 

(3)手数料（奈良県収入証紙） 

(4)返信用封筒（切手貼付） 

代理人(ご家族、従業員含む）

が請求される場合 

あらかじめ、「納税証明書交付請求書」を印刷・記入 

(1)納税証明書交付請求書 

(2)代理人のマイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証 

などの公的身分証のコピー（表裏両面） 

(3)手数料（奈良県収入証紙） 

(4)返信用封筒（切手貼付） 

ご不明な点があればお問い合わせください。 

https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm
https://www.pref.nara.jp/12300.htm#yosiki
https://www.pref.nara.jp/12300.htm#yosiki
https://www.pref.nara.jp/12300.htm#yosiki
https://www.pref.nara.jp/12300.htm#yosiki
https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm


●手数料は、400円です。＜1通：1税目 1事業年度＞（奈良県収入証紙手数料） 

（おつりをご用意できないため丁度の金額分ご用意ください） 

（収入印紙や切手でお支払いいただくことはできません。） 

 （※1）委任状は、「納税証明書交付請求書」の委任状の欄をご利用いただけます。（任意の様式 

でも可） 

 

 

https://www.pref.nara.jp/12300.htm#yosiki

